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https://funny-equipment.com/

	「職場の熱中症対策義務化」（2025年6月施行）の対策はできていますか？ 義務化される主な対策内容
	改正された労働安全衛生規則により、2025年6月1日より以下の3点が事業者に義務付けられました。  （1）報告体制の整備 熱中症が疑われる作業者の報告ルートを明確化し、連絡先・担当者を定めて全作業者に周知する。


